
【主な申込要件】

＜指導要件＞ 商工会・商工会議所等の経営指導を原則６か月以上受けていること
（ＩＴを活用して財務会計の透明化を図っているなど、経営指導員が経営指導期間を短縮することが適当と
認める場合については融資を迅速化（経営指導期間（６ヶ月）の短縮、審査会の省略（最大１ヶ月程度の短縮）））

＜業種要件＞ 商工業者（最近１年以上事業を行っている者）

※日本政策金融公庫の非融資対象業種等（金融・保険業、特殊浴場業、娯楽業の一部、等）は対象外。

マル経融資制度の拡充

貸付対象 ・・・ 小規模事業者

・・・ 運転資金５年（据置期間６ヶ月）

貸付限度額 ・・・ １，０００万円

貸付金利 ・・・ ２．１％ （Ｈ２１．４．１０現在）

※設定金利＝日本政策金融公庫の基準金利 －０．３％）

貸付期間

担保等 ・・・ 無担保・無保証人（本人保証無し）

申込機関等 ・・・ 各地の商工会、商工会議所
（貸付機関）日本政策金融公庫

設備資金７年以内（据置期間６ヶ月）

１，５００万円

運転資金７年（据置期間１年）

設備資金10年（据置期間２年）

4月15日（水）から拡充
常時使用する従業員が、商業、サービス業・・・５人以下の企業、個人

〃 製造業、その他・・・・２０人 〃


